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1月31日付で、新外国投資法に係わるミャンマー投資委員会（MIC）並びに国家計画経済開

発省の2つの通達が公表されました。以下、その内容で注目すべき諸点をご紹介します。 

【新外国投資法の規制事業リスト（MIC通達）】 

 

（1）禁止事業 

リスト1には、以下の業種が、外国資本の参入が禁止される事業として列挙されています。 

① 兵器、危険物の製造あるいは有害物質を排出する製造業 

② 森林の保護、水資源、宗教文化に弊害のある事業 

③ 翡翠、その他宝石に関与する事業 

④ 中小規模の鉱業、金などの金属資源の採掘 

⑤ 電力システムの管理、電力の売買、関連する調査サービス 

⑥ 航空・船舶管制に係わる事業 

⑦ ミャンマー語による出版業、それと一体運営されるメディア事業 

 

（2）合弁のみで実行可能な事業 

リスト2は、ミャンマー資本との合弁のみで実行可能な事業です。この場合の外国資本比率

は、もう1つの国家計画経済開発省通達No.11/2013により、最大80％までが許容されると理

解されますが、実際は、MIC認可の過程でケースバイケースの指示がなされるものと予想さ

れます。リストアップされた事業は以下のとおりです。 

① 農作物の種子、農作物を原料とする加工品、食料品、酒類、飲料水、氷の製造・販売 

② 綿糸、陶器・プラスッチク・ゴム・皮革などで加工された家庭用品、各種紙製品の製造な

どの軽工業 

③ 各種の化学化合物の製造 

④ 医薬品、ワクチンの製造 

⑤ 鉱物資源の探査・採掘 

⑥ インフラ開発プロジェクト 

⑦ オフィスビル、商業ビル、居住用コンドミニアムなどの不動産開発 

⑧ 国内・国際航空業 

⑨ 船舶による運送業、造船、港湾内の倉庫業、並びに鉄道関連事業 

⑩ 医療施設・病院事業 

⑪ 観光・旅行業 
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（3）各種の条件が付される制限事業 

リスト3は、関連省庁の個別認可や特定の条件が付される事業分野を明示しています。この

中にも、ミャンマー資本との合弁を示唆している事業が複数含まれています。なかでも、「政

府との合弁のみが認められる」と記載された事業は、上記リスト2に記載の事業とほぼ重複し

ています。 

また、「100％外資でも実行可能であるが、合弁の場合にはミャンマー資本の比率を一定以

上とすることが要求されている事業」（実務的にどう理解すべきかは不明確）として、以下の

事業があります。 

① ホテル業（3スタークラス以上を除く） 

② 高付加価値の果物・野菜などの生産（ミャンマー資本比率40％以上） 

③ 大規模小売業（ミャンマー資本比率40％以上） 

④ フランチャイズ事業（フランチャイジーは、ミャンマー資本のみ） 

⑤ 倉庫業（ミャンマー資本比率40％以上） 

⑥ 外国語による出版業（ミャンマー資本比率51％以上） 

さらには、合弁の指示は明確になされてはいないものの、認可の条件が曖昧なものとして、 

⑦ 上記③以外の小売業（2015年以降にのみ認可と記載） 

⑧ 卸売業（商務省の条件に従うとのみ記載） 

があります。 

 

未だ、正式な英語訳が公表されておらず、また、詳細や実際の意味が読み取れない箇所も

多数あります。今後、当局への確認や実際の審査事例などを参照しながら、順次改定してい

きますのでご了承ください。また、このリストは、適宜、新たな事業が追加・削除されたときに

更新されるものです。更新情報が入手できた時点でご案内します。 
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